
 

 

厚生労働省発表 

建築物清掃管理評価資格者（インスペクター）制度等について（情報提供） 

 

 先般ご案内いたしましたとおり、4 月 15 日、厚生労働省より、各都道府県等に対し『建築物衛

生行政の適正な運営について』という文書が発せられました。 

 内容は、昨年発出されたガイドラインに関する内容の周知徹底や、インスペクターに関するもの

でございます。 

 その詳細について、7 月 28 日、厚生労働省より情報提供として下記の文書が発せられました。

下記の URLをご確認ください。 

 今後とも、業界の発展のために尽力してまいりますので、ご支援ご協力の程よろしくお願いいた

します。 

 

 

 

全国協会ＨＰ 

http://www.j-bma.or.jp/archives/14695 

 

 

 

建築物清掃管理評価資格者（インスペクター）制度等について（情報提供）（PDF） 

http://www.j-bma.or.jp/wp-content/uploads/15f1200d14

2faf7c962d9ea77dce7c29.pdf 
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